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療養型病院における対応 
療養型
病院の
特徴 

高齢者が多い 

免疫力の低下している患者が多い 

集団感染のリスクが高い 

結核のリスクが高い 

↓ 
アウトブレイク対応 

結核対応 



アウトブレイクとは 
定義 ある一定期間にある限定した場所において、

通常発生している以上に多く患者が発生  
すること 

１．特定の種類の感染症が通常より高い頻度で発生 
  した場合 
２．互いに関連する感染症が2例以上発生した場合 

３．通常は発生しない感染症が1例以上発生した場合 



アウトブレイクの介入基準 
１例目から４週間以内に、同一病棟において新規に同一
菌種による感染症が、計３例以上みとめられた場合、ア
ウトブレイクを考える 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（ＣＲＥ）、バンコマイシン耐
性黄色ブドウ球菌（ＶＲＳＡ）、多剤耐性緑膿菌（ＭＤＲＰ）、バン
コマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）、 多剤耐性アシネトバクターは
保菌者も発症者に含む 

院内感染対策を実施後に、同一医療機関において同一
菌種による感染症が１０名以上発生した場合や、死亡者
が確認された場合は保健所に報告する 



アウトブレイクの探知 
• アウトブレイク対応の基本は、早期発見・早期対応 

• 通常時の発生のデータを継続的に収集・集積すること
により、ベースラインを把握する 

• ベースラインを把握することで、通常より発生が多い 
ことが探知できる 

• 検査数の増加・新しい検査方法・培養時の汚染など 
偽の発生数増加に注意 



アウトブレイク対策 
標準予防策＋感染経路別予防策が基本となる 

感染症患者や保菌者に対して、接触予防策・飛沫予防策など  
適切な対策を行う 

薬剤耐性菌については、感染症患者の周囲の無症状患者に 
対しての積極的監視培養や環境培養を実施 

職員に対して情報の共有と対策の周知を徹底する 

保健所に報告し、疫学調査や再発防止について支援を得ることが 
望ましい 



保健所の機能 
保健所は地域の保健衛生行政の拠点 

東京都内に３１ヶ所設置（２３区に１つずつ、八王子市・ 
町田市に１つずつ、多摩地区に５つ、島しょ部に１つ） 

地域保健法に定める保健所の業務の１つに、エイズ・  
結核・性感染症・感染症の予防がある 

医師・保健師が配置されており、感染症法に基づいて  
業務を行っている 

各種施設からの相談を受け付け、必要に応じて施設を 
訪問し、調査や助言等を行う 



保健所のアウトブレイク対応 
アウトブレイクの探知（感染症法に基づく  
届け出、施設からの報告等） 

積極的疫学調査にて感染源・感染経路の 
特定を行う 

標準予防策＋感染経路別予防策を指導 

アウトブレイク終息まで確認を行う（目安としては潜伏 
期間の２倍の期間、新たな症例が確認されないこと） 

場合によっては他の行政機関（都庁・健康安全 
研究センター・国立感染症研究所等）と連携 



アウトブレイクの影響 
患者の健康

被害 
患者・家族の
不安・不信 風評被害 

医療従事者
の健康被害 特別な体制 医療従事者

の疲弊 

病院経営に
影響 



アウトブレイク防止のために 

• 体制の構築                 
（マニュアル整備・研修・全職員への周知
徹底・サーベイランス） 

• 標準予防策の徹底 
• アウトブレイク発生時の早期対策実施 
• 保健所等との連携 

通常時からの院内感染対策が重要 



結核について 
結核菌によって引き起こされる感染症 

エイズ、マラリアと並び世界三大感染症の一つ 

空気感染で伝播する 

主に肺に病変を作るが、全身のあらゆる臓器に病変を
作り得る 

無治療の場合、約５割が死亡し、約２割が慢性排菌 
状態となる（自然治癒は約３割） 

日本は結核の中蔓延国であり、公衆衛生上で最も  
重要な感染症 



結核の疫学 
２０１３年
統計 

国内における年間の新規患者 ２０４９５人（東京都 ２６７１人） 

（医師 ６６人、看護師 ２３４人、その他の医療従事者 ２８１人） 

うち喀痰塗抹陽性（排菌） ８１１９人 

罹患率（１０万人対） １６．１（アメリカの約５倍） 

国内における年間の結核による死亡 ２０８７人（２６位） 

新規の全結核における肺結核の割合 ７７．９％ 

新規の全結核における６０歳以上の割合 ７１．２％ 

新規の全結核における７０歳以上の割合 ５７．４％ 

新規の全結核における８０歳以上の割合 ３６．１％ 



結核のハイリスク層 
高齢者 

• ホームレス、日雇い労働者、生活困窮者等 
社会経済的弱者 

• アジア諸国、アフリカ諸国、ロシア、ブラジル 
結核高蔓延国の出身・長期滞在者 

• ＨＩＶ感染症、癌、糖尿病、免疫抑制剤等使用、
透析、低栄養 

医学的リスク集団 



結核の感染から発病まで 
• 排菌（喀痰塗抹陽性）患者から空気感染 

• 感染しても約９割は生涯発病しない 

• 発病しなければ特に害は無く、他人に感染させることも無い 

• 約１割が発病するが、その半分が感染から１年以内に発病 

• 潜伏期は３～５ヶ月（ＢＣＧ接種者） 

• 未接種者や小児は短期間で発病することも有り 

• 残りの半分は、高齢になるなど免疫が低下して発病する 

• 約８割が肺結核、病状が進めば排菌状態となる 



結核の症状 
２週間以上
続く咳・痰 

微熱（高熱が
出ることは稀） 寝汗 

全身倦怠感 体重減少 
高齢者は典型
的な症状を呈さ
ないことが多い 

肺以外の結核は  
特異的な症状はない 



結核の診断 
症状から結核を疑う 

胸部Ｘ線検査 

喀痰検査（塗抹） 

喀痰検査（核酸増幅法） 

喀痰検査（培養・同定・薬剤感受性） 



結核の胸部Ｘ線写真 

空洞型 不安定非空洞型 



結核の治療 
感染性あり（肺結核・喉頭結
核で喀痰検査塗抹陽性） 

隔離しての
入院治療 

感染性なし（喀痰検査塗抹
陰性、肺・喉頭以外の結核） 通院治療 

通常は抗結核薬
を４剤併用して
６ヶ月間内服 

６ヶ月間     
１日も欠かさず
内服が必要 

単剤治療や不規則
内服は結核菌が耐
性化するため禁忌 



結核の法律・制度 

診断した
医師は 
直ちに 
保健所に
届出 

感染性が
有る場合
入院勧告 

人に接す
る業務に
対し   
就業制限 

治療費は
公費負担 

保健所は
接触者の
調査と 
健診を 
実施 

保健所は
服薬支援
（ＤＯＴＳ）
を実施 

感染症法（２００７年から、それ以前は結核予防法） 



医療機関における結核対策 
医療従事者は結核のリスクが高い 
• 職員の健康管理（雇い入れ時、定期の健診） 
• 胸部Ｘ線検査 
• ＩＧＲＡ検査（感染の有無を調べる、現在の主流） 
• ツベルクリン反応は現在は推奨されない 
• ＢＣＧ接種は成人に対しては有効性が不明 

患者の早期発見 
• ２週間以上続く咳・痰など疑ったら胸部Ｘ線検査 
• 異常陰影があれば喀痰検査 
• 患者（疑い含む）と接する場合はＮ９５マスク着用 
• 紫外線で死滅するため、換気をきちんと行えば特別な消毒は不要 



結核患者発生時の対応 

保健所に届出 

個室管理 

専門医療  
機関へ転院 

保健所の  
接触者健診 

職員および 
入院患者  
への健診 

直後および 
２～３ヶ月後
にＩＧＲＡ検査 

ＩＧＲＡ検査陽性の
場合は胸部Ｘ線 
検査にて発病の
有無の確認 

発病の場合
は即座に  
治療開始 

感染のみの 
場合は予防的
に治療を考慮 



まとめ 

アウトブレイクや結核、その他必要と判断した場合は  
保健所等に連絡 

日頃からの体制作りが重要 

特に結核のリスクが高い 

療養型病院は高齢者が多く、感染症のリスクが高い 
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